
令和６年７月伊勢原市教育委員会定例会会議 日程表 

 

日時：令和６年７月３０日（火） 

午後２時から 

場所：伊勢原市立図書館 ＡＶホール 

 

開 会 

 

議 事  

日程第 １  前回議事録の承認 

日程第 ２  教育長報告 

日程第 ３  議案第２５号 令和７年度伊勢原市立小学校使用教科用図書の採択につ

いて 

日程第 ４  議案第２６号 令和７年度伊勢原市立中学校使用教科用図書の採択につ

いて 

日程第 ５  議案第２７号 令和７年度伊勢原市立小中学校の特別支援学級において

使用する教科用図書の採択について 

日程第 ６  議案第２８号 伊勢原市学校給食に関する条例の制定について（地方行

政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づ

く意見について） 

日程第 ７  議案第２９号 伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例に

ついて（地方行政の組織及び運営に関する法律第２９条

の規定に基づく意見について） 

日程第 ８  議案第３０号 令和６年度９月補正予算について（地方行政の組織及び

運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見につい

て） 

日程第 ９  議案第３１号 工事請負契約について（地方行政の組織及び運営に関す

る法律第２９条の規定に基づく意見について） 

日程第１０ 議案第３２号 工事請負契約について（地方行政の組織及び運営に関す

る法律第２９条の規定に基づく意見について） 

日程第１１ 議案第３３号 工事請負契約について（地方行政の組織及び運営に関す

る法律第２９条の規定に基づく意見について） 

 

その他 

 

閉会 



伊勢原市学校給食費に関する条例案のパブリックコメントの実施結果について

１ パブリックコメントの概要について

（１）意見募集期間

令和６年５月１日（水）～令和６年５月３１日（金）

（２）周知方法

広報いせはら５月１日号、市ホームページ、

（３）閲覧場所

学校教育課窓口、市役所１階ロビー、図書館、いせはら市民活動サポートセンター、 市内各公民館、市ホームページ

（４）提出意見数

９８件

２ 意見の要旨及び市の考え方について

（１）対応区分

区 分 対応区分 件 数

Ａ 御意見を踏まえ、計画案に反映するもの ０件

Ｂ 御意見の趣旨が既に計画案に反映されているもの ６３件

Ｃ 今後の施策や事業の参考とするもの ２件

Ｄ 御意見として承ったもの ３３件

資料１
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（２）意見の要旨及び市の考え方

No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

① 賛同意見（６１件：Ｎｏ１～Ｎｏ６１）

１ 教師の負担はなるべく軽減し、教育に力が入るようにしてほしい。 Ｂ ●賛同意見として承ります。

●本取組がより効果的・効率
的なものとなるよう、引き
続き検討を進めてまいります。

２ ぜひ公会計化で職員の軽減負担を！ Ｂ

３ 教職員と保護者の負担軽減のために、公会計化は必要だと思います。 Ｂ

４ 教員の負担減につながる取り組みなので良いと思います。 Ｂ

５ 教員の負担軽減で良いと思う Ｂ

６ 教員の働き方改革で必要だと思います。 Ｂ

７

長年、小学校で給食会計を担当していました。仕事の内容が大変煩雑で大きな負
担となっておりました。担当者はもちろん、すべての担任も毎月給食会計名簿を
整備し、転入や転出があるたびに書類を作成したり、銀行に足を運んだりする
必要がありました。また、未納の家庭に度重ねて連絡するのも心苦しいものでし
た。公会計化されたことにより大きな業務負担軽減となり、とてもありがたく
思っています。伊勢原市でも同じような取り組みが進むと聞き、とても良かった
と思います。教職員の働き方改革のため、少しでも子どもたちに関わる時間と気
持ちの余裕が生まれますよう、伊勢原市でも公会計化を進めていただけたらと思
います。

Ｂ

８ 教員の負担軽減のため、集金業務についての公会計が望ましい。 Ｂ

９
秦野でも昨年から給食費が市の管轄になりました。教員の働き方改革の1つになり
ます。是非取り組んでほしいです。

Ｂ

１０

公会計化については、現場教職員の負担減に大きく資するものと認識しています。
このような制度が導入されることを大変うれしく思います。ありがとうございま
す。伊勢原市の給食、とりわけ小学校給食においては、自校給食であることによ
り、給食そのもののおいしさ温かさを感じることができ、さらには食育の面でも
大きな効果を発揮しています。今回の公会計化により、物資の調達先や献立が統
一されても、自校給食の強みをいかした学校給食と、それによる食育のさらなる
推進は伊勢原に欠かせません。今後も、栄養教職員や会計担当の職員をはじめと
した現場教職員の負担減につながるシステムや制度が実現されることを期待して
います。

Ｂ

- 2 -



No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

① 賛同意見（６１件：Ｎｏ１～Ｎｏ６１）

１１ パブリックコメントの方が取り組みやすいです。 Ｂ 同上

１２
未納者の徴収のやりとりをするのは、保護者との関係構築の上でとてもふたんが
大きいので、心理的に安心できる。

Ｂ

１３ 教職員の多忙化のなか、負担軽減のため口座にすべきだと思います。 Ｂ

１４

保護者に給食費の請求をすることはかなりの負担です。普段の学級経営がうまく
いっていても、取り立てに行った際に保護者に強く言われ、そこから関係が悪く
なった経験があります。教員の仕事の軽減化にもつながる思っていますので、是非
よろしくお願いします。

Ｂ

１５
教職員の負担軽減にとてもよい。会計、未納の家庭への対応はとても大変である。
保護者として集金の小銭の用意は負担である。

Ｂ

１６
ぜひお願いしたいです。学校現場は本来子どもたちを教育する場所です。
何とぞ宜しくお願いします。

Ｂ

１７ 教員が集金業務を行わなくて良いので、かなりの業務負担軽減が期待できる Ｂ

１８
給食費はもちろん他の学校徴収金の公会計化もすすめて、学校が現金を扱わなくて
もいいようにしていただきたいです。

Ｂ

１９ 教員が集金業務を行わなくてよいので、かなりの業務負担軽減が期待できる。 Ｂ

２０ 市が主だって行っていただけることで、学校職員の負担も減ると思います。 Ｂ

２１
教員の負担軽減につながっているのでとてもよい。未納者がいても保護者に直接
連絡をしなくてよいので心理的にも安心できる。

Ｂ

２２
教員の負担の軽減や未納の家庭の保護者とのやりとりがなくなり円滑な関係が築け
るなど、とてもよいことかと思います。学校徴収金の公会計化と併せて進めていっ
ていただけたらと思います。

Ｂ
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

① 賛同意見（６１件：Ｎｏ１～Ｎｏ６１）

２３
学校で給食費の引き落としができなかったとき、生徒が学校に引き落とせなかっ
た給食費を持っていきます。その時に給食費がなくなる危険を回避できるのでい
いと思います。

Ｂ
同上

２４
教職員の負担軽減とのことですが、教職員の中には教員だけでなく事務職員も含
まれると思うので、新たな負担増にならないよう、御配慮いただけたらと思いま
す。

Ｂ

２５ 働き方改革を進める上で、有意義だと思う。 Ｂ

２６ 教員が集金業務を行わなくてよいので、かなりの業務負担軽減が期待できます。 Ｂ

２７ 教員の負担が減ることにつながるのでとてもいい。 Ｂ

２８
教員の負担減に繋がっていることはとてもいい。給食費の未納者がいても、保護
者に直接連絡をしなくてよいので、心理的にも安心できる。

Ｂ

２９
働き方改革を進めていく上で、有意義だとおもう。少しでも教員の仕事を減らし
てほしいと思う

Ｂ

３０
教員の集金業務は、ただでさえ仕事が多いところに、お金を扱うということで、
精神的にもかなり負担が大きいと思う。公会計化を進めていただきたい。

Ｂ

３１

給食会計を担当した経験がありますが、自分の仕事よりも会計の仕事ばかりをや
らなくてはならず、教員の仕事ではないと感じていました。100件の家庭にお便り
を出して、集金できない時には電話で何度も連絡し、本当に大変でした。 市の
仕事にぜひしてください。

Ｂ

３２ 特にありません。 Ｂ

３３
教員の働き方改革を進めていくうえで、集金作業を減らすことはとても有意義だ
と思います。保護者としても、給食費の公会計化は、ありがたいです。

Ｂ

３４ 学校がお金を触らないでいいので、ミスが少ないと考えられ、よいと思います。 Ｂ

３５ いいと思います。 Ｂ
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

① 賛同意見（６１件：Ｎｏ１～Ｎｏ６１）

３６ 教職員にとっては優しい配慮だと思います。よいと思います。 Ｂ 同上

３７ 教職員の負担が減ること、多忙な業務の中で業務の減少に繋がるため賛同します。 Ｂ

３８

教員の大きな負担である集金、市町村の引き落としにすることで、子どもの方に力
をそそげる。集金作業や、教室を留守にして、職員室での確認、提出する、未払い
の家庭への何度にもわたる問い合わせや家庭訪問、事務手続きなどなど本当に大変
である。秦野市のように他の市町村もそうするべきだ。

Ｂ

３９
働き方改革を推進していく上で、とても有意義だと思います。増える一方で中々
減らない教員の仕事を、少しでも減らしていってほしいです。

Ｂ

４０
教員の仕事が1つでも1分でも少なくなって行くのであれば積極的に取り入れた方が
良い。また、教員がお金を管理すると紛失等の可能性もありますので市の管轄にし
て頂きたいです。（神奈川県全域で）

Ｂ

４１
教員の負担軽減のために良いのではないかと思います。そういうことを減らすため
の活動はすべきだと思います。

Ｂ

４２
働き方改革につながっていると思う。事務系の仕事が少しでも減って欲しいと
思っている。

Ｂ

４３
教員の負担減に繋がってほしい。給食費の未納者がいても、保護者に直接連絡しな
くてすむので、心理的に安心できる。

Ｂ

４４
教員の「働き方改革」は急務です。当初、給食が導入される際には「教職員の負担
は一切増やさない」ということを聞いていましたが、案の定負担は増える一方です。
少しでも教員の負担を減らす上でも賛成です。

Ｂ

４５
教員が集金業務を行わなくても良いので、かなりの業務負担軽減につながるし、
直接保護者とのやり取りがないので心理的にも安心ではないかと思う。

Ｂ

４６
未納者の現金徴収や返金等の対応もなくなるので、教員の業務削減と同時にリスク
も減少する。

Ｂ

４７ 教員の仕事が減るので、働き方改革の視点でも良いと思います。 Ｂ- 5 -



No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

① 賛同意見（６１件：Ｎｏ１～Ｎｏ６１）

４８ 公会計によって、保護者や学校双方の手間が少なくなるのであれば、良いと思う。 Ｂ
同上

４９
教員がお金を集め、手間がかかり、ましてや何かあれば責任を問われ、児童生徒と
向き合う時間が減る現状は、現在今後の教育活動の質を下げるものと思います。
児童生徒のためにも、ぜひ公会計にしていただきたいと思います。

Ｂ

５０
保護者と学校ではなく、市が間に入ることで、保護者と学校のやり取りで発生する
関係悪化が減らせると思うので、ぜひ進めていってほしいです。

Ｂ

５１

是非、公会計化するべきです。給食費未納家庭に対して、教員が対応するのは、
教員の本来の仕事ではないと思います。本来の仕事は子どもと向き合い、授業をす
ることです。より良い授業にしていくための時間を、給食費回収のために使うのは
おかしいと考えます。

Ｂ

５２

秦野市は数年前に公会計化し、教員の業務負担という意味では大きく軽減されたよ
うに思います。学校現場はその他にもまだまだ、多忙を極め、業務軽減すべきもの、
軽減できるものがたくさんあります。市や、県が推し進める形で様々な業務改善に
向けた取り組みを進めていっていただきたいと思います。そうでないと、未来の子
どもたちを育む学校現場の課題はたまっていく一方で、教員の成り手不足や、教職
離れ、療養休暇、育児 休暇、産休代替の不足 なども埋められず、現場はますま
す疲弊していってしまいます。給食会計のみならず、様々な業務改善に向けた取り
組みの実施を切に願っています。

Ｂ

５３
集金業務を行わなくて済むのは、働き方改革として、かなりの業務負担が減らせる
ので、とても良いと思います。

Ｂ

５４ 学校の負担が減るように、市が担ってくれるようになってほしい。 Ｂ

５５ 働き方改革の一貫として、概ね賛成します。 Ｂ
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

① 賛同意見（６１件：Ｎｏ１～Ｎｏ６１）

５６
先生方や事務職員の皆さんの負担軽減につながると思います。
給食費未納者への対応は、先生と保護者の関係を壊しかねないので、心理的にも
安心できると思います。

Ｂ

同上

５７

公会計化について、学校、保護者、ともに負担軽減に繋がるとおもいます。
一方、口座開設に向けて、書類の作成の負担が考えられます。スクールサポートス
タッフは、事務のどの業務までが可能か、もし、事務作業も担うことができれば、
さらなる負担軽減になると考えます。スクールサポートスタッフの柔軟な運用も
視野に入れていただけると嬉しいです。

Ｂ

５８

・公会計にしてもらうと教職員の負担が減るため、より充実した学校に労力を当て
てもらえそうで良い。
・家庭の事情などで支払いが滞っている場合に、子どもを通して未払い書類のやり
とりをしなくてすむため、当該児童・生徒が、お金に関して嫌な気持ちにならなく
て済むため良い。
・学校単位での会計処理ではないので、欠食手続きなどの期限が、よりシビアなも
のにならないか心配である。

Ｂ

５９ 少しでも教職員の仕事を減らしてほしい。 Ｂ

６０
教員の負担が減るのなら公会計にするべきだと思います。
子供が入学前に指定された口座を開設するため、仕事を休み手続きをするのは負担
でした。教員も保護者も両方の負担が減るような条例を考えていきたいです。

Ｂ

６１
教員の大きな業務負担につながる取り組みになると思います。
お金の不祥事が絶えない中、教員の信頼関係にも響いてくる部分と捉えることもで
きます。

Ｂ
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

② 公会計に伴う教職員等の事務負担を懸念する意見（２２件：Ｎｏ６２～Ｎｏ８３）

６２

働き方改革につながれば非常に良い取り組みであると思う。しかし、栄養教職員
や事務職員に負担がいくのであれば、働き方改革ではない。
また、学校徴収金も公会計化されるならとても良いと思うが、教材費や調理実習
は買う買わない等あるので支払い者の把握が難しいと考えられる。
そこで、スクールサポートスタッフ等の方々が大事になってくる。スクールサ
ポートスタッフがどこまでできるのかも検討が必要。

Ｃ

●伊勢原市では、教職員
の負担軽減のため「教員
の 働き方改革に向けた
取組の基本方針」を定め、
教職員が担うべき業務に
専念できる職場環境づく
りについて様々な施策を
重層的に取り組んでいま
す。
●スクールサポートスタッ

フの増員等、可能な限り
学校の負担を軽減できる
よう、体制の整備も含め
検討を してまいります。
●学校給食費を公会計化
した場合は、学校給食費
は 市の歳入として取り
扱われ、法令に基づいて
適切に徴収されることに
なります。
●未納者への督促等につ
いては、地方自治法に基
づく債権の取扱いに関す
る規定に従って、適切に
対応することが可能にな
ります。
●徴収の方法としては、
口座振替、納付書払い、
キャッシュレス決裁等の
多様な決済手段の導入を
検討をしてまいります。

６３

教員の負担減に繋がっていることはとてもいいと思います。給食費の未納者がい
ても、保護者の方に直接連絡をしなくてよいので、心理的負担も軽減できると思
います。ただ、市とのやりとりなど、栄養教職員や事務職員の負担が大きくなら
ないか懸念されるので、そのようにならないように制度設計をしてほしいと思い
ます。

Ｄ

６４

給食費の未納者への連絡については、生徒を介して行いづらく、保護者に直接連
絡をしなくてよくなるので、本務である授業や教材研究の本務にあたる時間が増
える。
給食費の会計については、必ずしも教職員が行うことではないと思っているので、
公会計化に期待している。現金徴収を含む会計業務については、職務である「教
育をつかさどる」に当てはまらないと考えている。
未納者の現金徴収や、返金等の対応もしなくてよくなるので教員の現金の取扱い
が減り、リスク管理がより行える。
保護者としても、口座を新設する場合は、いつも使っている口座ではないため、
今までの経験上、入金忘れが起こることが多い。公会計化になると保護者も良い
と思う。栄養教職員や事務職員等の負担が大きくならないか懸念している。
中教審の特別部会でもあったように、その他の学校徴収金の公会計化もすすめて、
指導に集中できる環境の提供をお願いしたい。学校教育法における、教諭の職務
は「教育をつかさどる」となっている。伊勢原市の教職員は、熱心な方が多く、
自分や家族を犠牲にしながら、日々教育活動を行っている。伊勢原や日本の未来
を支えていく子どもたちの、よりゆたかな学びをこれからも続けていくために、
教職員のより良い働き方になるよう、お願いします。

Ｄ

６５ 教職員の立場からするととてもいい制度だと思うが、教員だけが得をして誰かの
働き方改革が減速しないよう配慮できたらより良いと思う。

Ｄ
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

② 公会計に伴う教職員等の事務負担を懸念する意見（２２件：Ｎｏ６２～Ｎｏ８３）

６６
教員にとって未納者への案内や現金徴収などがなくなること、保護者にとっても 口
座開設の必要がなくなること、どちらも負担が減ると思う。ただ、そこに栄養 教諭、
事務職員など、誰かに結局負担がいくようなことになるなら賛成し切れない。

Ｄ

同上

６７

教員の負担を減らすためにも、給食費の公会計化を実施すべきだと考えます。隣町の
秦野市では既に市が給食費を管理しています。私自身も学校給食費の担当をしたこと
があります。個人情報を取り扱う分神経を使いますし、銀行と連携して行う 必要も
あり、事務仕事がとても大変でした。音沙汰がないため、家庭訪問をして 直接徴収
することになったケースもありました。そのような仕事は、児童を指導する教員が行
うべき仕事ではないと思います。市の方で事務員を配置し、取り組んでいく方がよい
と思います。

Ｄ

６８

教員が集金業務を行うことは、時間的にも精神的にも大変負担であるので、学校 以
外が会計作業を担うことには賛成です。一方 で、栄養教諭や学校事務職員が担う
仕事の負担が増えることや、地域とのつながり、家庭科と連携した献立など、自由度
が減ることになるとしたら、これまでの学校給食のよさが失われかねないため、 慎
重に課題を検討してほしいです。

Ｄ

６９
給食費の私会計管理を利便性の面で教員の負担軽減を考えてくださることはとても助
かるが、学校の栄養教諭や学校事務がその業務を負担することがないようにしてもら
いたい。

Ｄ

７０ 市立学校の会計を一括管理することは業務の円滑化になるかと思いますが、適正に人
員を配置しないと構造に歪みが出てどこかに負担が集中する恐れがあります。また、
市と各学校とのやりとりが増え、かえって時間がとられることも考えられます。
良い試みだとは思いますが、システムが安定するまでトラブルは付き物かと思います。

その都度、改善し市も学校も保護者も良い方策を練っていただければと思います。

Ｄ

７１ 給食費用の公会計化希望です。ただし、学校事務や栄養士に負担がいかないことを望
みます。よろしくお願いします。

Ｄ

７２
業務の負担が減ることはありがたいです。ただ、栄養士の先生や事務、市役所の方な
ど、どこかにしわ寄せが来てしまうやり方ではなく、全体的に業務軽減になるように
お願いしたいです。

Ｄ
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

② 公会計に伴う教職員等の事務負担を懸念する意見（２２件：Ｎｏ６２～Ｎｏ８３）

７３ 公会計化を推し進めてほしい。懸念点として、市とのやりとりの負担がどのくら
いかわからないという点はある。

Ｄ 同上

７４ 私も給食会計の担当を一通りやりましたが、本来の教員の仕事とかけ離れている
と感じました。伝票を書いたり、保護者に支払いの催促をしたり、農協に書類を
時間外で届けたり、授業の合間を縫って多くの時間をさいてきました。専属の事
務の人をおくのが一番良いと感じました。

Ｄ

７５ 公会計化することで教員の負担減につながるのは良いこと。集金、未納者への督
促等なくなるのは、心理的にも軽くなる。
一方で、市への連絡業務等で、一定の職員に負担増になるのではないか。栄養士、
事務員に負担が増えるのは望ましくない。働き方改革として、どの職員にも負担
が減るようにしていただきたい。また、自校給食の良さは残してほしい。

Ｄ

７６ 働き方改革を推進していくための一つの方策として、給食費の公会計化は教職員の負
担軽減につながることが期待できると思います。しかしながら、市との事務的な窓口
となる事務職員や栄養教職員に何かしらの負担がかかってしまうのであれば、学校全
体を考えたときに負担軽減になるのか懸念されます。ぜひとも事務職員や 栄養教職
員の意見を踏まえた制度設計になるようお願いします。制度設計をしていく際は、現
場の事務職員や栄養教職員の声を直接届けられる機会を設けていただきたいです。
給食費の公会計化に併せて、教材費等の学校徴収金の公会計化についても検討してい
ただきたいです。しかし、教材費等の学校徴収金の公会計化については、先行 事例
が少ないため、本当に教職員の負担軽減につながるのか不透明な部分があります。場
合によっては、全校一斉ではなく少数の学校で先行実施という形でスタートしてもよ
いのではないかと思います。また給食費の公会計化と同様に、市との事務的な窓口と
なる事務職員に過度の負担がかかってしまうことが予想されます。制度設計をしてい
く際は、現場の事務職員の意見を踏まえるようお願いします。重ねて、教材費等の学
校徴収金に関しては最近話題となっている「スクペイ」というアプリを利用すること
も選択肢として考えられます。公会計化ではありませんが、ホームページなどを見る
と、学校現場の実態に合った内容だと思います。
教育委員会と学校現場が連携しながら、教職員の働き方改革を推進し、伊勢原市の子
どもたちへの教育がより充実したものになるようご協力よろしくお願いします。

Ｄ
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

② 公会計に伴う教職員等の事務負担を懸念する意見（２２件：Ｎｏ６２～Ｎｏ８３）

７７

教員の業務軽減につながるためとてもよいと思うが、市とのやり取りのために栄
養教職員や事務職員に負担が増えないか心配である。
また、給食費未納者が払込用紙でのやり取りになると聞いて、顔の見えないやり
取りになる為、未納者が増えることが想定される。市の財政への負担も心配であ
る。
また、自校給食の良さを生かして、各校で工夫を凝らした献立や、地域の農家の
方が届けてくれていた食材を使った物がなくなってしまうのは残念である。工夫
を 加えられるようにしてほしい。
併せて、教材費などの学校徴収金も公開化して、学校が現金を扱わなくてもよい
ようにして、教員の働き方改革をより推進していってほしいと思う。

Ｄ

同上

７８ 公会計は賛成。事務的なことが、学校負担にならないようにして欲しい Ｄ

７９
学校の事務職員や栄養教諭の負担がなるべくかからないような方法で実施してい
ただきたい。

Ｄ

８０
公会計化について、概ね賛成ではありますが、教職員や事務職員の負担にならな
いよう十分な配慮は必要かと思います。宜しくお願い致します。

Ｄ

８１
未納者の現金徴収や、返金等の対応もしなくてよくなるので教員の金銭作業が減
り、業務削減と同時にリスクも減少すると思います。ただし，市とのやりとりな
ど、 栄養教職員や事務職員の負担が大きくならないか懸念しています。

Ｄ

８２
職員の負担が今までと変わらないようにしてほしいです。むしろすべての人の普
段が減るようにしてください。

Ｄ

８３
なるべく、今までと仕事内容が変わらないようにしてほしい。１つのところに仕
事が集中してしまうのは避けてほしい。

Ｄ
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

③ 地域食材の使用及び自校給食の強みを引き続き活かした学校給食の提供を望む意見（８件：Ｎｏ８４～Ｎｏ９１）

８４

教職員が集金業務や返金等の対応を行わなくてよいので、かなりの業務負担軽
減が期待できる。給食費の未納者がいても、保護者に直接連絡をしなくてよい
ので、 心理的にも安心できる。
公会計化になるということは、これまで栄養教職員が行っていた食材の調達も
市が行うようになるため、地域の農家の方が届けてくれていた食材が使われる
よう、その辺の融通がある程度利くようにしてほしい。
また、学校徴収金の公会計化もすすめて、学校が現金を扱わなくてもいいよう
にしてもらいたい。

Ｄ

●公会計化により、これ
まで各学校等で処理され
ていた食材等の購入に関
する 業務も、市におい
て一括して行うことが可
能となり、学校給食業務
の効率化に繋がるものと
考えております。
●伊勢原市では、市内共
通の献立により給食を実
施していますが、これま
で各学校にあった裁量が
少なくなることを懸念す
る意見があることは承知
しており、自校給食の強
みを引き続き活かせる運
用を検討をしてまいりま
す。
●伊勢原市では、湘南農
業協同組合や野菜生産者
と協力して、学校給食地
場野菜使用推進会議を組
織し、 地場産品の導入
促進を図るとともに、子
どもたちの食育推進の場
として活用しております。
公会計後も引き続きこう
した取組を実施してまい
ります。

８５

教職員の業務内容を軽減する一つの手段として非常に有効なものだと考える。
事務的な仕事のみならず、未納者（保護者）への連絡や集金などは精神的にも
重たいものとなるため、非常にありがたい。
反面、はじめてのとりくみとなり、導入初期は様々な課題が出てくることも想
定される。その中で、効率優先で献立が制限されたり、地域の方の野菜が使用
できなくなったりするなど、子どもたちの楽しみや食育指導上においてマイナ
ス面が出ないことを大切に進めてほしいと思う。

Ｄ

８６

・教職員の負担減に繋がり、とてもありがたいです。未納の方に連絡をとった
り、子どもに未納の封筒を渡したりするのは心苦しかったです。
・教職員の負担減につながる一方、先行している自治体の事例を栄養教職員の
方に聞くと、「できるだけ安いところでの入札」が必須になるので、食材を選
べないという課題も挙げられています。現場の様々な立場の方に話を聞き、よ
り良い公会計化を実現して欲しいです。

Ｄ

- 12 -



No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

③ 地域食材の使用及び自校給食の強みを引き続き活かした学校給食の提供を望む意見（８件：Ｎｏ８４～Ｎｏ９１）

８７

学校給食費の公会計化は、学校現場だけでなく、家庭にとってもメリットが大きく、
とても有意義な施策だと感じます。ぜひ進めていただきたいと思います。その上で、
公会計化した他市町での課題として、
・栄養教職員の負担が大きくなってしまい、重要な本務である食育に関する教育活
動に携わる時間を減らさざるを得なくなった。
・公会計化により財務会計ルールに従う必要が生じるため、これまでのような地元
の農家や青果店とのつながりによって安全性や地産地消を考慮しながら効果的な食
材を選定したり、各校で工夫を凝らした献立を実施することに制約が生じてしまっ
た。等が挙げられています。
これまで伊勢原市が実施してきた学校給食の良さを残しつつ、施策をすすめるため
には、学校現場、とりわけ栄養教職員の意見や家庭の声を最大限尊重していただき
たいと思います。
また、学校給食費の公会計化と合わせて、学校徴収金についても負担軽減策をご検
討いただけると学校現場や家庭の負担がさらに減ると思います。公会計化も一つの
方法ですが、例えば「スクペイ」のように、オンライン上で集金・支払い・帳簿作
成等が可能になるシステムが開発されており、こういったシステムの導入を検討し
ていただければと思います。県外ではすでに導入した自治体があり、大変好評との
ことですし、県内でも導入を検討している自治体があるようです。（スクペイURL：
https://sukupay.jp/）児童が現金を持ち歩かなくてよい点や、教職員の集金業務が
減る分児童に向き合う時間や授業準備の時間が増えること、家庭では小銭の用意が
いらずにスマホで決済が完結でき負担が減ること、等が期待できます。
学校給食の公会計化と合わせて、学校徴収金の負担軽減も行うことで、学校現場・
家庭・児童にとって、より一層大きい効果が期待できると考えます。ぜひご検討い
ただきたいです。

Ｄ

同上

８８ 伊勢原市は自校給食の良さを生かして、各校で工夫を凝らした献立ができている。
公会計化になったとしてもその良さをなくさないよう取り組んでほしい。

Ｄ

８９ 教員側の負担が少なくなるのは嬉しいが、学校ならではの献立が出来なくなってし
まうのは残念な気がする。

Ｄ
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

③ 地域食材の使用及び自校給食の強みを引き続き活かした学校給食の提供を望む意見（８件：Ｎｏ８４～Ｎｏ９１）

９０ 公会計化には、賛成できる点も多いが、課題点も多い。食品の発注に関しては、
現段階での公会計化だと、各地域の特色を生かした献立が作れなくなる可能性が
ある。これは子どもへの影響が大きい。子どもたちは、各地域での食材を使った
献立を楽しみにしている。ぜひ、この課題は解決したのち、公会計化に踏み切っ
てほしい。

Ｄ 同上

９１ 給食費を公金として徴収してくれると、学校の負担が減ってありがたい。しかし
学校独自の食育として、メニューの工夫ができるよう、柔軟な徴収の仕方等の対
応をしてほしい。また事務職員や栄養教諭の負担が増えないようにしてほしい

Ｄ

④ 給食費の無償化を望む意見（１件：Ｎｏ９２）

９２

隣の厚木市は今年度から小学校の給食支援がはじまり6年間給食費が無料になりま
した。同じく税金を納めているのに市によって対応が違うのは不公平だと感じて
しまいます。
子どもの支援はどこのご家庭も必要としています。
このままでは若い家族は子育て支援が充実している市に転居してしまうと感じま
す。
給食費の管理を市で行い、子どものためにお金を使っていただきたいです。ぜひ
検討をお願いします。

Ｄ

●学校給食費については、
学校給食法において、調理
員の人件費や調理に係る
光熱水費等、施設の維持管
理等の運営に要する経費は
市の負担、食材費は保護者
が負担することと規定され
ています。

●学校給食費の保護者負担
の在り方は、まずは国にお
いて検討すべき課題である
と認識しており、当面は、
学校給食法の規定に則り、
児童の保護者に負担いただ
くことを基本として考えて
おります。
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

⑤ 給食費の児童手当からの支給についての意見（１件：Ｎｏ９３）

９３

給食無償化が理想です。周辺自治体に差を付けるチャンスだと思います。財源が
あればになります。無理なのであれば子供手当てからの相殺を提案します。
これまで支払う側としては教材費と給食費が違う口座で不便だったので１つに纏
まると助かる。しかし、徴収する側が市になった場合、教材費を全校で統一する
のは不可能。よって、教材費と給食費を１つに纏めるのは現実的ではない
そこで子供手当てから相殺してはどうか
・受け取る側
子供が生まれた時、伊勢原市へ転入した時に手続きするので、別途振込先等の手
続きをする必要がない
・支払う側
私立の小学校へ通う子供の把握が必要になるが、既に教育委員会かどこかで把握
されているはずです
・子供手当ての収入限度額に達する家庭で不足が発生する可能性がある
現在の給食費が全校同じなのか？等詳細がわからないので何とも言えませんが
少なくとも、家庭や学校の手間は無くなり、市側も新たに口座登録等の作業をす
る手間は無いと思います。
以上。

Ｃ

●児童手当法では、受給者
からの申出により、児童手
当を給食費として市が直接
徴収できることが規定され
ております。

●ご提案の意見も踏まえ、
本取組がより効果的・効率
的なものとなるよう、引き
続き検討を進めてまいりま
す。

⑥ 学校徴収金の公会計化を望む意見（２件：Ｎｏ９４～Ｎｏ９５）

９４

教職員の集金業務や未納者の徴収などの負担減に繋がることでとてもよいと思う。
給食費だけでなく、他の学校徴収金の公会計化もすすめ、学校が現金を扱わなく
てもいいようにしてもらえると、保護者も小銭を用意したり子どもにお金を持た
せたりする必要がなくなり、学校生活でのトラブルの要因を減らすことに繋がる
ことができると思う。

Ｂ

●給食費を公会計化すると
ともに、教職員の更なる
負担軽減に向け、学校徴収
金についても公会計化を
取り組んでまいります。

９５
学校徴収金の公会計化もすすめて、学校が現金を扱わなくてもいいようにしても
らいたい

Ｂ
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No 意見・提案等の内容（要旨） 区分 市の考え方

⑦ その他（３件：Ｎｏ９６～Ｎｏ９８）

９６ 神奈川県全体で同じようにしてほしいです。 Ｄ

●近隣自治体（秦野市、
平塚市、厚木市等）は、
既に給食費の公会計化を
導入しているものと承知
しております。

●近隣自治体の事例を参
考に、本取組がより効果
的・効率的なものとなる
よう、引き続き検討を進
めてまいります。

９７ 神奈川県全体でそうしていただきたいです。 Ｄ

９８ 神奈川県統一にしてほしいです。 Ｄ

３ 今後の予定（案）

令和６年 ７月 市議会全員協議会で学校給食費に関する条例案のパブリックコメント意見報告

令和６年 ８月 市議会９月定例会に学校給食費に関する条例案等を上程

令和６年１０月～ 関連例規の整備、保護者周知

令和７年 ４月 条例、規則等の施行（公会計による管理の開始）
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［令和６年度］  資料２ 

夏季休業期間中の児童・生徒指導について 

［小学校・中学校・中等教育学校（前期課程）・特別支援学校（小・中学部）向け］ 

※参考資料、根拠法・条例等は、後半にまとめてあります。 

夏季休業中の児童・生徒指導については、次に示す項目を踏まえ、適切に御対応いただくようお

願いします。 

児童・生徒にとって夏季休業期間は、自然や人とのふれあいの体験を深めたり、生活を自己管理

する経験を積むにはよい機会ですが、予期できない事件や事故に巻き込まれたり、生活の乱れから

問題行動を起こしたりする場合も見られます。 

また、夏季休業明けに、不登校の傾向が現れたり、学業に気持ちが向かなくなったり、人間関係

の悩み等から心身に影響が出たりすることもあります。学校では、長期欠席児童・生徒の状況を把

握するとともに、課題を抱えた児童・生徒に対しては、夏季休業明けの不安に寄り添い、継続的な

家庭連絡等、丁寧な指導により、状況の改善や問題行動等の未然防止に努めてください。 

あわせて、必要に応じて児童・生徒に対して個別の面談を行うなど、積極的な児童・生徒指導の

推進をお願いします。 

 

１ 学習指導について 
（１）休業機会を利用して、児童・生徒一人ひとりの特性を生かした学習が自発的・計画的に進め

られるよう指導するとともに、学習理解が不十分な児童・生徒には、基礎的・基本的な学習の

定着に取り組むことができるよう指導や支援に努めてください。 

 

（２）神奈川県教育委員会「令和６年度学校運営・教育指導の重点」を踏まえ、課題を発見し解決

する能力など、「確かな学力」の向上に努めてください。 

 

２ 生活に係る指導について 
（１）夏季休業期間中の児童・生徒の生活については、保護者や関係機関等と密接な連絡をとり、

児童・生徒一人ひとりの状況を的確に把握するとともに、適切な指導・支援を心がけてくださ

い。 

 

（２）児童・生徒が望ましい生活習慣を確立するために、具体的な生活の目標をもたせるなどの指

導をしてください。また、生活環境の変化に伴い、緊張や不安など心の動揺が見られることが

ありますので、児童・生徒一人ひとりの心情を理解し、きめ細かく温かい配慮のもとに、個別

指導の充実に努めてください。 

 

（３）家庭・地域との連携を強化し、児童・生徒が様々な行事を通して、地域社会とのふれあいを

深めるよう、適切に指導するとともに、公共の施設等におけるルールやマナーを守り、周囲に

迷惑をかけないよう指導してください。 

 

（４）恐喝や暴力被害等に遭わないよう、家庭との連携を密にし、危険な場所への出入りの禁止や

帰宅時刻の厳守等について指導を徹底してください。 
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（５）いじめ問題の対応については、各校の基本方針に基づき組織的に対応するとともに、いじめ

を受けた児童・生徒への十分な心のケアを行い、いじめに関わった児童・生徒とその保護者、

また、周囲の児童・生徒とその保護者に対する適切な指導や支援に努めてください。 

 

（６）休業前に問題行動や遅刻、登校渋り、不登校、学校内での孤立等、配慮を要する児童・生徒

に対しては、面談・家庭訪問等の充実した個別指導等を実施するなど、きめ細かな指導･支援に

努めてください。その際、支援シートの活用など、記録の管理が大切です。 

 

（７）小・中学生においては、アルバイトは原則的に禁止されていることを、児童・生徒及び家庭

に対して指導・周知してください。 

 

（８）トラブルに巻き込まれるおそれがあるため、児童・生徒の遊技場等への出入りについては十

分注意するよう指導するとともに、家庭に対する周知を徹底してください。 

 

（９）河川や空き家など地域の危険箇所等については、関係機関と連携を図りながら安全確認等を

行い、児童・生徒には、危険箇所等に立ち入らないなどの指導をするとともに、家庭に対する

周知を徹底してください。 

 

（10）児童・生徒が家出、無断外泊、深夜外出や迷惑行為等をしないよう、児童・生徒への指導の

徹底はもとより、保護者・地域と連携し、規則正しい生活が送れるよう努めてください。 

 

（11）児童・生徒が公共交通機関の利用に際し、有効な乗車券を持たず乗車したり、中学生が小児

運賃・料金で乗車したりするなど、不正乗車することがないよう、改めて指導してください。 

 

３ 健康・安全指導について 
（１）児童・生徒が自らの安全を守るとともに、社会のルールを遵守するよう指導を徹底してくだ

さい。 

 

（２）学校の健康診断及び主治医による定期的な検診において指摘された疾患等や自覚している不

調については、できる限り夏季休業期間中に治療するよう指導してください。 

 

（３）休業期間中に行う教育活動は次のことに留意し、責任者を定めて計画的に実施してください。 

ア 無理のない計画を立て、事故防止に努めること 

イ 健康・安全・衛生面に配慮すること 

ウ 不測の事態が起きた場合に適切な措置がとれるよう、事前に事故・災害等への体制を確

立し、必要に応じ研修をしておくこと 

（４）グラウンド、体育館、その他屋内外で活動を行う場合は、感染症等の基本的な感染症対策を

講じた上で、児童・生徒の安全や健康に留意し、ゲリラ豪雨や雷等の自然災害、光化学スモッ

グによる被害等の防止にも配慮してください。 

 

（５）部活動等の練習や各種大会に参加する場合は、児童・生徒の健康診断の結果等を踏まえ、事

故防止に努めてください。定期健康診断の実施前の場合は、保健調査票などを活用して      

児童・生徒一人ひとりの健康情報を把握し、可能な限り保護者や児童・生徒に健康状態を確認
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した上で参加し、無理をさせないなど、個別に配慮してください。特に、高温多湿下において

は、当日の体調を含めて活動が可能な状況なのかをしっかり見極めて健康観察を綿密に行うと

ともに、休息や水分の補給を適切に行うなどして熱中症等の防止に努めてください。また、児

童・生徒の個性や能力に応じ、きめ細かな指導に努めるとともに、決して体罰を行わない、不

祥事を起こさないという高い意識を持って指導に臨んでください。 

 

（６）水難事故の防止については、関係機関との連携を図り、地域の海浜・河川・用水等の危険箇

所を確認し、児童・生徒、保護者への周知を図るなど、安全教育の徹底に努めてください。ま

た、水泳の指導に当たっては、健康管理はもとより、児童･生徒の技能に合わせて指導してくだ

さい。 

   なお、今年度も全国的に水難事故が発生しております。水難事故防止について十分に指導し

てください。また、開設されていない海水浴場での遊泳は控えるよう指導を徹底してください。

あわせて、開設されている海水浴場において遊泳する場合も、その場のルール・マナーをしっ

かり守るよう指導に努めてください。 

 

（７）交通安全について、児童・生徒・保護者・教職員に「みんなの交通安全教育推進運動『スタ

ートかながわ』」を周知するなど、多発する交通事故を考慮し、交通安全教育の再確認・再点検

をしてください。 

      平成 27 年６月１日の道路交通法の改正により、危険行為を繰り返す自転車の運転者に「自

転車運転者講習」が義務付けられました（14 歳以上が対象）。さらに、令和５年４月１日から

自転車乗用中の致死率を背景に、道路交通法が一部改正され、全年齢に対する自転車乗車用ヘ

ルメットの着用が努力義務となりました。歩行者の保護や自転車運転中の携帯電話及びヘッド

フォン等の使用禁止も含め、交通事故の被害を軽減するためにヘルメットの積極的な着用を促

す指導をしてください。 

    また、歩きながらの携帯電話やスマートフォンを操作することによる事故も危惧されます。

外出時における安全な歩行など、交通安全指導や公共交通機関を利用する場合のマナー向上の

指導に努めてください。 

 

（８）花火等火薬類の扱いには十分注意し、近隣の迷惑となるような行為をしないよう指導してく

ださい。 

 

（９）刃物やエアソフトガンなど凶器ともなる道具は、その危険性についての指導の徹底を図って

ください。 

 

（10）不審者から声を掛けられて、車に連れ込まれ性的被害を受けたり、誘拐されそうになったり

する事件が発生しています。児童・生徒及び家庭・地域に注意を促すとともに、家庭や地域と

連携し、日頃から登下校時における犯罪被害の未然防止と児童・生徒の安全確保に努めてく

ださい。特に、児童・生徒には、寄り道せずに人通りの多い道を複数人で帰ることや、不測の

事態の際には迷わず 110番通報したり、「子ども 110番の家」に助けを求めたりするなどの指

導を徹底してください。 

  なお、公衆電話の使用方法について、緊急通報（警察、消防、救急等）時、硬貨やテレフォ
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ンカードは不要であり、そのまま110番等を押せばよいことなどの指導を徹底してください。

また、持ち物等への記名については個人情報に十分に注意した対応をお願いします。 

 

（11）スマートフォン等の急速な普及により、ＳＮＳの利用を通じた見知らぬ人との交流により性

犯罪や自画撮り被害にあうケースが頻発しています。また、ＳＮＳに違法行為や迷惑行為を投

稿することにより、その記事に対する批判が集中（炎上）する事案や無料通信アプリを悪用し

た犯罪に巻き込まれる事案も頻繁に起きています。ひとたび写真や動画がインターネット上に

流出すると、不特定多数の者に繰り返しコピーされ、全ての写真・動画を削除することは非常

に困難になることや、取り返しのつかない被害が生じてしまうおそれがあることを、児童・生

徒にも分かるよう丁寧に指導してください。 

 

（12）心身の健康や生命の尊さなどについて十分に指導を行い、喫煙や飲酒はもとより、シンナー、

覚せい剤、大麻、ＭＤＭＡ等の薬物の乱用が心身に与える有害性やブタンガス（ライターガス）

等の吸引等による危険性について十分指導し、これらの乱用防止教育に努めてください。 

また、インターネットにより、大麻や危険ドラッグなどの違法薬物が比較的安易に入手でき

ることから、若者を中心に使用が広がっており、健康被害や異常行動等が報告されています。

児童・生徒が決して関わらないよう指導に努めてください。 

 

（13）ＳＮＳ等で「闇バイト」「裏バイト」等と表記したり、仕事の内容を明らかにせずに著しく

高額な報酬の支払いを約束したりして犯罪を実行する者を募集する投稿に応募してしまい、

特殊詐欺等に加担してしまう状況が増えています。 

「簡単な仕事、高額な報酬」等の甘い言葉に惑わされて、違法行為に関わることのないよう指

導してください。 

 

（14）洗剤等を用いた有毒ガス（硫化水素）の発生に伴う事故等の教訓を生かし、学校での洗剤・

薬品等の管理・指導の徹底を図るとともに、学校の用具や備品の安全管理を徹底し、児童・生

徒に対しては、自他の生命に関わる重大事故に繋がる可能性があることから、決して興味本位

に模倣しないよう指導してください。 

 

（15）学校の休業明けに児童・生徒の自殺が急増する傾向があることを踏まえ、長期休業の開始前

から、いじめや不登校等、悩みを抱える児童・生徒の早期発見に努めるとともに、保護者に対

して児童・生徒の見守りについて依頼するなど、家庭との連携を密にし、長期休業期間中にお

いても継続的に様子を確認するようにしてください。また、長期休業開始前に、あらためて、

何よりも「いのち」が大切であること、悩んだ時に助けを求める具体的な方法（ＳＯＳの出し

方）等について、指導してください。 

 

４ 緊急指導体制の確認について 

（１）地震等の緊急事態が発生した場合の避難場所や学校との連絡方法等について、各校の防災計

画等、危機管理マニュアルに基づき、事前に児童・生徒に十分指導するとともに、家庭に対し

ても周知・徹底を図ってください。また、事件・事故・災害等が発生した際には、学校として

適切な対応がとれるよう、緊急体制及び指導体制を再確認してください。 
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（２）事件・事故が発生した場合、児童・生徒の安全確保に向けた迅速かつ適切な対応や、保護者

等関係者からの情報の確実な収集ができるように保護者と全教職員に対して、緊急体制及び指

導体制を事前に明示し、再確認してください。 

 

 

５  夏季休業後の児童・生徒指導について 

（１）家出、無断外泊、深夜徘徊など、生活習慣が乱れている児童・生徒に対しては、家庭や地域、

関係諸機関との連携により、その動向を把握するとともに、規則正しい生活が送れるよう指導

してください。 

 

（２）問題行動や遅刻、登校渋り、不登校、学校内での孤立等の配慮を必要とする児童・生徒に対

しては、面接や家庭訪問等の充実した個別指導等を実施するなど、きめ細かな指導・支援に努

めてください。 

特に中学校１年では、小学校で欠席が少なかった生徒でも、学業不振を含む様々な要因で欠

席が増えることがあるので、留意してください。 

 

（３）休業後の学期始め等の時期においては、児童・生徒の心身の状況や行動に変化が現れやすい

ことからいじめ問題への取組の徹底及び自殺予防の取組の充実に努めてください。 

 

６  その他 

（１）ＰＴＡ・地域等の集まりの機会を通して、休業期間中における児童・生徒の指導に対する保

護者や地域住民の方々の理解が深まるよう努めてください。 

 

（２）休業期間中に、駅周辺・公園・河川敷で野宿生活しているホームレスの状況にある方への襲

撃事件が起きています。その中には、偏見や差別意識を持っている中学生等によるものがあり

ます。「いのち」を大切にして、相手を思いやる心の重要性について児童・生徒自らが考えてい

く指導等を行ってください。 

 

（３）神奈川県青少年保護育成条例の趣旨に基づいて、契約した携帯電話・スマートフォンへのフ

ィルタリング利用の徹底や自画撮り被害の防止、深夜外出の制限などについて保護者に周知し、

保護者が児童・生徒の行動や生活に責任を持つよう協力を求めるとともに、あらためて学校と

家庭が連携した児童・生徒の指導を推進してください。 
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【伊勢原市の相談機関】 

  ○伊勢原市青少年相談室 

   ＜青少年相談室メール相談＞young-soudan@isehara-city.jp 

      ＜青少年相談＞（保護者用） TEL 0463-94-1030 

      ＜ヤングテレホン＞（児童・生徒用） TEL 0463-96-0800 

      

    ○伊勢原市教育センター   TEL 0463-94-8900（相談専用） 

  ○伊勢原市教育委員会教育指導課 TEL 0463-74-5247 

【電話相談の利用時間】月～金 9:00～17:00（年末年始・祝日を除く） 

 

【具体的な相談先】 

  ○「24時間子どもＳＯＳダイヤル」 

   〔相談専用電話〕 ０１２０－０－７８３１０
 な  や  み  い おう  

 

   〔利 用 時 間〕 ２４時間・３６５日受付   

 

 

○「中高生ＳＮＳ相談＠かながわ」 

   〔概  要〕  ＬＩＮＥを利用した、いじめの相談窓口。いじめ以外の悩みや相談も相談可

能。ＬＩＮＥで友だち登録すると、利用時間中に相談できる。 

〔利用期間・時間〕 ※令和６年４月３日～令和 7年３月 28日 

月・水・金 18:00～21:00 （年末年始を除く） 

            （ただし、８月 21 日～９月２日、１月６日～10 日は、毎日実施） 

 

○「チャイルドライン」 

  〔相談専用電話〕 ０１２０－９９－７７７７ 

〔利 用 時 間〕 16:00～21:00（年末年始を除く） 

 

○「かながわ子ども・若者総合相談 LINE」 

〔概     要〕 神奈川県内の、子ども・若者が有する様々な悩みについて無料で相談できる。 

ＬＩＮＥを利用し、本人はもちろん、家族や周囲の方も相談可能。 

〔登 録 方 法〕 左の二次元コードを読み取るか、下記のホームページにアクセスして友だち

登録する。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t7e/kowaka/201909kowakalinesoudan.html  

〔利 用 時 間〕 火・木・土 14:00～21:00 （祝休日・年末年始を除く） 

   

○「かながわひきこもり相談 LINE」 

    〔概    要〕 神奈川県内のひきこもり・不登校当事者が有する様々な悩みについて相談で

きる。ＬＩＮＥを利用し、本人はもちろん、家族や周囲の方も相談可能。 

〔登 録 方 法〕 左の二次元コードを読み取るか、下記のホームページにアクセスして友だ

ち登録する。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t7e/0214s2/hikikomori/202204hikikomorili

nesoudan.html  

〔利 用 時 間〕 火・木・土 14:00～21:00 （祝休日・年末年始を除く） 
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○「かながわヤングケアラー等相談 LINE」 

〔概     要〕 ケアのこと、家庭、学校、進路のことなど、様々な相談ができる。 

       ＬＩＮＥを利用し、費用は無料で、予約の必要もなく相談可能。 

〔登 録 方 法〕 左の二次元コードを読み取るか、ＬＩＮＥでＩＤ「＠kana-youngcarer」を検

索して友だち登録する。 

〔利 用 時 間〕 月・火・木・土 14:00～21:00 （祝日、休日、12月 29日～1月 3日を除く） 

  
 

 

○かながわ子ども・若者総合相談センター 

〔相談専用電話〕 （０４５）２４２－８２０１ 

   〔利 用 時 間〕  9:00 ～ 12:00     13:00 ～ 16:00（月曜日と年末年始を除く）    

子どもや若者が有する様々な悩みや、ひきこもりについての相談窓口です。専門的な支援が必要

な場合は、より適切な県の相談機関や市町村、民間団体などを御紹介します。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/cnt/soudan/02_soudan.html 

  

 

 

 

 

○神奈川県ひきこもり地域支援センター 

〔相談専用電話〕 （０４５）２４２－８２０５ 

 〔利 用 時 間〕  9:00 ～ 12:00     13:00 ～ 16:00（月曜日と年末年始を除く）    

年齢を問わず、県内に在住のひきこもりでお悩みの方や家族等の相談窓口です。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/cnt/soudan/hikikomorisien.html 

 

 

 

 

 

 

○神奈川県西部青少年サポート相談室(神奈川県西部ひきこもり相談窓口) 

 

〔相談専用電話〕 （０４６５）３５－９５２７ 

   〔利 用 時 間〕  平  日  10:30 ～ 12:00  13:00 ～ 16:00 

（土・日・祝日・年末年始、その他休室日を除く） 

    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/cnt/soudan/03_kenseibu.html 
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○神奈川県地域青少年相談窓口 

   〔概    要〕 横須賀三浦地域、湘南地域、県央地域に開設している相談窓口です。子ども・

若者の様々な相談を受け付けます。近隣の地域の方だけでなく、県内に在住・在

学・在勤の方はどなたでもお気軽にご相談ください。 

〔開 設 窓 口〕 

開設地域 開設日時（毎月） 電話番号 

葉山町 第 2・4 木曜日 13 時から 17時 070-4552-9838 

厚木市 第 2・4 金曜日 13 時から 17時 
070-4436-5970 

寒川町 第 2・4 木曜日 13 時から 17時 

※祝休日に当たる場合はお休みです。 

             https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/cnt/soudan/30_kyouka.html 

     

 

 

○不登校ほっとライン 

   〔相談専用電話〕 （０４６６）８１－０１８５ 

   〔利 用 時 間〕    毎 日  8：45～16：45（年末年始を除く） 

  

 

【参考資料】 
（○は神奈川県ホームページよりダウンロード可能。●は国などのホームページよりダウンロード可能） 

１ (２)  

・神奈川県教育委員会ホームページより  キーワード：「令和６年度学校運営・教育指導の重点」 

２ (５)  

○『子どもサポートハンドブック』(R5.4) 

○『児童・生徒指導ハンドブック（小・中学校版）』(H30.6) 

○『いじめ防止啓発リーフレット（保護者･地域用）』(H29.9) 

○『学校のいじめ初期対応のポイント』(H25.3) 

○『学校の初期対応マニュアル～ダイジェスト～』(H25.3)      

３ (４） 

 ● 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル （2023,5.8~）（文部科学省） 

３ (５) 

○『熱中症予防運動指針』（公益財団法人日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブッ

ク」） 

○『体罰防止ガイドライン 神奈川からすべての体罰を根絶するために』(H25.7)  

３ (３)～(７)  

○『運動時における安全指導の手引き（総論編）』(R1.7) 

○『部活動指導ハンドブック』(R2.5)及び『部活動における事故防止のガイドライン』(H21.8) 

○『学校水泳プールの安全管理について』(H19.4)   

●『水泳等の事故防止について（通知）』(H30.4.27)  （スポーツ庁） 

３ (10) 

●『公衆電話の特徴と使用方法』(総務省)   
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３ (11)  

・「児童・生徒の携帯電話・スマートフォン等の利用に関する指導について」(H25.10.8 通知) 

３ (12) 

○『喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育指導資料』(H23.3 改訂) 

○『危険ドラッグの恐怖』（動画）や『危険ドラッグ』教員用補助資料 

５ (２) 

 ○『自分らしくゆっくり学ぼう』(R3.11) 

○『誰もが和らぐ学校を目指して～不登校に悩む子どもや保護者への温かな支援～』(H31.3) 

○『児童・生徒指導ハンドブック（小・中学校版）』(H30.6) 

○ 指導資料リーフレット『登校支援のポイントと有効な手立て』(H26.2) 

○「神奈川県不登校対策検討委員会報告書（最終版）」(H23.5) ※いずれも県教育委員会HP よりダウン

ロード可能 

６ (3) 

○『神奈川県青少年保護育成条例のしおり』 

○「青少年のスマホ利用保護者啓発リーフレット」  

 

【根拠法・条例等】 
２ (７)  

・『労働基準法』（第 6 章 年少者）最低年齢 第 56条 

「使用者は、児童が満 15 歳に達した日以後の最初の３月 31日が終了するまで、これを使用してはならない。」 

２ (８) 

・『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例』第 9条 

[ゲームセンター等に係る営業所への年少者の立ち入り制限]16 歳未満午後６時以降禁止（午後６時から午後８時前

までは保護者の同伴があればよい） 

２ (９)  

・『軽犯罪法 』第１条第 32 号（禁止区域等立入） 

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由

がなくて入った者」 

２ (10)  

・『神奈川県青少年保護育成条例』（深夜外出の制限）第 24 条第１項 

  「保護者は、特別の事情がある場合のほかは、深夜（午後 11 時から午前 4 時までの間をいう）に青少年を外出させ

てはならない。」 

２ (11)  

・『鉄道営業法』第 29 条「鉄道係員の許諾を受けずして次の行為をしてはならない。」 

① 有効な乗車券を所持せず乗車  ②乗車券に指示したものより優等の車両に乗車  ③乗車券に指示した停車場で

下車しない場合 

３ (7)  

 ・『道路交通法』第 63 条の 11  

＜第1項＞ 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 

＜第2項＞ 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせる

よう努めなければならない。 

＜第3項＞ 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児

に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 

 ・『道路交通法施行令』第 41 条の３で定める、危険行為 14項目 

信号無視、路側帯通行時の歩行者の通行妨害、遮断踏切立入り、指定場所一時不停止、制動装置（ブレーキ）不良

自転車運転、安全運転義務違反 等 
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３ (8)  

・『神奈川県迷惑行為防止条例』第 12 条 

「何人も、深夜（午後 10時から翌日の午前６時までの間）において、正当な理由がないのに次に掲げる行為をして、

近隣の者に不安を覚えさせてはならない。」 (1)花火をすること。(2)人声又は楽器、音響機器等の音を異常に大き

く発すること。 

 

３ (9)  

・『銃砲刀剣類所持等取締法』（刃体の長さが６センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止）第 22 条  

・『軽犯罪法』 第 1 条 第 2 号  

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 

「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器

具を隠して携帯していた者」 

・『神奈川県青少年保護育成条例』（有害がん具類の指定及び販売等の禁止）第 15 条第４項 

「何人も、青少年に対し、有害がん具類（性的がん具、バタフライナイフ、エアソフトガンなど）を販売し、頒布し、

交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は見せ、若しくは触らせてはならない。」  

・『神奈川県青少年保護育成条例』（保護者等の通知義務）第 47 条 

「青少年が覚せい剤、麻薬、大麻及び凶器を所持し、若しくはこれを使用していると認められるとき、又は毒物及び

劇物取締法施行令（昭和 30 年政令第 261号）第 32 条の２に規定する物をみだりに摂取し、若しくは吸入し、若し

くはこれらの目的で所持したと認められるときは、保護者及び教育担当者は、速やかに児童委員、警察官その他の

職員に通知し、その指示を受けなければならない。」 

３ (11)  

 ・『神奈川県青少年保護育成条例』（児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止）第 31条の２ 

「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等（児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並び

に児童の保護等に関する法律（平成 11 年法律第 52号）第２条第３項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれ

かに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録

をいう。第 53条第 4項第 13 号において同じ。）の提供を求めてはならない。」 

３ (12)  

・『二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 』 

・『二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律』 

・『毒物及び劇物取締法』（対象物＝シンナー等有機溶剤） 

・『覚醒剤取締法』（対象物＝覚醒剤）    

・『大麻取締法』（対象物＝大麻） 

・『麻薬及び向精神薬取締法』（対象物＝ヘロイン、コカイン、ＭＤＭＡ、向精神薬） 

・『医薬品医療機器等法』（対象物＝危険ドラッグ） 

・『神奈川県青少年保護育成条例』（保護者等の通知義務）第 47 条 

・『神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例』（保護者の責務）第４条        

・『神奈川県薬物濫用防止条例』 
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１　開催期間

前　期（絵画・版画・彫刻部門）

　　令和６年６月１２日（水）～ ６月１６日（日）

後　期（書、写真、陶・工芸部門）

　　令和６年６月２６日（水）～ ６月３０日（日）

２　開催場所

伊勢原市立中央公民館　1Ｆ　展示ホール

３　出品状況

44 点 33 人 44 点 33 人 44 点 33 人 11 点 11 人 55 点 44 人

うち学生 0 点 0 人 0 点 0 人 0 点 0 人 0 点 0 人

書 46 点 43 人 46 点 43 人 46 点 43 人 3 点 3 人 49 点 46 人

うち学生 26 点 25 人 26 点 25 人 26 点 25 人 26 点 25 人

写真 78 点 45 人 78 点 45 人 78 点 45 人 4 点 4 人 82 点 49 人

うち学生 0 点 0 人 0 点 0 人 0 点 0 人 0 点 0 人

陶・工芸 36 点 29 人 36 点 29 人 36 点 29 人 2 点 2 人 38 点 31 人

うち学生 1 点 1 人 1 点 1 人 1 点 1 人 1 点 1 人

204 点 150 人 204 点 150 人 204 点 150 人 20 点 20 人 224 点 170 人

うち学生 27 点 26 人 27 点 26 人 27 点 26 人 27 点 26 人

昨年合計 197 点 141 人 193 点 138 人 193 点 138 人 17 点 17 人 210 点 155 人

うち学生 23 点 23 人 23 点 23 人 23 点 23 人 23 点 23 人

※ 審査対象外とは、審査員、無鑑査、実行委員、伊勢原美術協会会員の作品

※ 入選数に審査対象外は含めていない。

４　入賞者

（市長賞・市議会議長賞・教育委員会賞各１人、優秀賞２人及び審査員奨励賞４人以内

  写真部門のみ、優秀賞４人以内及び審査員奨励賞６人以内）

９人 （入賞５人、審査員奨励賞４人）

書部門 ９人 （入賞５人、審査員奨励賞４人）

写真部門 １３人 （入賞７人、審査員奨励賞６人）

陶・工芸部門 ９人 （入賞５人、審査員奨励賞４人）

合計 ４０人

５　入場者数

前期 人 （△63人） 前期 人 前期 人

後期 人 （＋69人） 後期 人 後期 人

合計 人 （＋6人） 合計 人 合計 人

６　関連事業

「第２９回いせはら市展入賞作品の展示」

　展示期間 【前期】令和６年６月１６日（日）～ ３０日（日）

【後期】令和６年６月３０日（日）～ ７月１４日（日）

　展示場所 伊勢原市立中央公民館１階　展示ケース

　展示内容 市展で市長賞、議長賞、教育委員会賞を受賞した作品を展示

(後期は各部門の市長賞のみ）

第２９回いせはら市展実施状況

応募数 出品数 入選数※ 審査対象外※ 展示数

1,445 1,439

(参考：前々回)

614
733

1,347

絵画・版画・彫刻

合計

554 617
891 822

(参考：前回)

絵画・版画・彫刻部門

資料３
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議案第２５号  

 

 

   令和７年度伊勢原市立小学校使用教科用図書の採択について 

 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１８２

号）第１３条及び第１４条、同法施行令（昭和３９年政令第１４号）第１５条の規

定に基づく令和７年度伊勢原市立小学校において使用する教科用図書の採択につい

て、伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和５３年伊勢

原市教育委員会規則第９号）第２条第１項第１０号の規定により提案する。 

 

 

  令和６年７月３０日提出 

 

 

                           伊勢原市教育委員会 

                           教育長 山口 賢人 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  令和７年度伊勢原市立小学校において使用する教科用図書を採択する必要があ

るため。 
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東京書籍
教育出版

日本文教出版

東京書籍
帝国書院

東京書籍
大日本図書
学校図書
教育出版

新興出版社啓林館
日本文教出版

理　　科
理　　科
６者

生　　活
生　　活
７者

音　　楽
音　　楽
２者

図画工作
図画工作
２者

家　　庭
家　　庭
２者

東京書籍
大日本図書
学校図書
教育出版

信州教育出版社
新興出版社啓林館

東京書籍
大日本図書
学校図書
教育出版

信州教育出版社
光村図書出版

新興出版社啓林館

教育出版
教育芸術社

開隆堂出版
日本文教出版

東京書籍
開隆堂出版

体　　育
保　　健
６者

外国語
英　　語
６者

特別の教科　道徳
道　徳
６者

東京書籍
大日本図書
大修館書店
文教社
光文書院
Gakken

東京書籍
開隆堂出版
三省堂
教育出版

光村図書出版
新興出版社啓林館

東京書籍
教育出版

光村図書出版
日本文教出版
光文書院
Gakken

令和7年度使用小学校教科用図書発行者一覧
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令和６年度～令和９年度 伊勢原市立小学校使用教科用図書一覧 

 

種  目 発 行 者 書  名 

国  語 光村図書出版株式会社 国  語 

書  写 光村図書出版株式会社 書  写 

社  会 教育出版株式会社 小学社会 

地  図 株式会社 帝国書院 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 

算  数 教育出版株式会社 小学算数 

理  科 株式会社新興出版社啓林館 わくわく理科 

生  活 東京書籍株式会社 新編 新しい 生活 

音  楽 教育出版株式会社 小学音楽 音楽のおくりもの 

図画工作 日本文教出版株式会社 図画工作 

家  庭 開隆堂出版株式会社 わたしたちの家庭科 

保  健 株式会社Ｇａｋｋｅｎ 新・みんなの保健 

英  語 東京書籍株式会社 NEW HORIZON Elementary English Course 

道  徳 株式会社光文書院 小学道徳 ゆたかな心 
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 議案第２６号  

 

 

   令和７年度伊勢原市立中学校使用教科用図書の採択について 

 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１８２

号）第１３条及び第１４条、同法施行令（昭和３９年政令第１４号）第１５条の規

定に基づく令和７年度伊勢原市立中学校において使用する教科用図書の採択につい

て、伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和５３年伊勢

原市教育委員会規則第９号）第２条第１項第１０号の規定により提案する。 

 

 

  令和６年７月３０日提出 

 

 

                           伊勢原市教育委員会 

                           教育長 山口 賢人 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  令和７年度伊勢原市立中学校において使用する教科用図書を採択する必要があ

るため。 
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国　　語

４者

書　　写

４者

地理的分野

４者

歴史的分野

９者

公民的分野

６者

地　　図

２者

東京書籍
三省堂
教育出版

光村図書出版

東京書籍
三省堂
教育出版

光村図書出版

東京書籍
教育出版
帝国書院

日本文教出版

東京書籍
教育出版
帝国書院
山川出版

日本文教出版
自由社
育鵬社
学び舎
令和書籍

東京書籍
教育出版
帝国書院

日本文教出版
自由社
育鵬社

東京書籍
帝国書院

数　　学

７者

理　　科

５者

音楽（一般）

２者

音楽（器楽合奏）

２者

美　　術

３者

保健体育

４者

東京書籍
大日本図書
学校図書
教育出版

新興出版社啓林館
数研出版

日本文教出版

東京書籍
大日本図書
学校図書
教育出版

新興出版社啓林館

教育出版
教育芸術社

教育出版
教育芸術社

開隆堂出版
光村図書出版
日本文教出版

東京書籍
大日本図書
大修館書店
Ｇａｋｋｅｎ

技術分野

３者

家庭分野

３者

外国語（英語）

６者

道　　徳

７者

東京書籍
教育図書
開隆堂出版

東京書籍
教育図書
開隆堂出版

東京書籍
開隆堂出版
三省堂
教育出版

光村図書出版
新興出版社啓林館

東京書籍
教育出版

光村図書出版
日本文教出版
Ｇａｋｋｅｎ

あかつき教育図書
日本教科書

□中学校教科用図書発行者一覧

令和７年度使用教科用図書発行者一覧
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令和３年度～令和６年度 伊勢原市立中学校使用教科用図書一覧 

 

種  目 発 行 者 書  名 

国  語 光村図書出版株式会社 国  語 

書  写 東京書籍株式会社 新しい書写 

社会（地理的分野） 株式会社帝国書院 社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土 

社会（歴史的分野） 東京書籍株式会社 新しい社会 歴史 

社会（公民的分野） 東京書籍株式会社 新しい社会 公民 

地  図 株式会社帝国書院 中学校社会科地図 

数  学 東京書籍株式会社 新しい数学 

理  科 大日本図書株式会社 理科の世界 

音楽（一般） 教育出版株式会社 中学音楽 音楽のおくりもの 

音楽（器楽合奏） 教育出版株式会社 中学器楽 音楽のおくりもの 

美  術 光村図書出版株式会社 美術 

保健体育 株式会社Ｇａｋｋｅｎ 中学保健体育 

技術・家庭（技術分野） 東京書籍株式会社 新しい技術・家庭 技術分野 未来を創る Technology 

技術・家庭（家庭分野） 東京書籍株式会社 新しい技術・家庭 家庭分野 自立と共生を目指して 

英  語 株式会社三省堂 NEW CROWN English Series 

道  徳 東京書籍株式会社 新訂 新しい道徳 

 
※保健体育の発行者 
令和４年１０月１日より「株式会社学研教育みらい」から「株式会社Ｇａｋｋｅｎ」に 
社名変更 
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議案第２７号  

 

 

   令和７年度伊勢原市立小中学校の特別支援学級において使用する 

教科用図書の採択について 

 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１８２

号）第１３条及び第１４条並びに学校教育法附則第９条の規定に基づく令和７年度

伊勢原市立小中学校の特別支援学級において使用する教科用図書の採択について、

伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和５３年伊勢原市

教育委員会規則第９号）第２条第１項第１０号の規定により提案する。 

 

 

  令和６年７月３０日提出 

 

 

伊勢原市教育委員会  

                           教育長 山口 賢人 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  令和７年度伊勢原市立小中学校の特別支援学級において使用する教科用図書を

採択する必要があるため。 
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令和７年度伊勢原市立小学校の特別支援学級において使用する教科用図書一覧

種目 発行者名（コード） 一般図書名

国語 学研 06-2 おはなしドリルことわざのおはなし小学１年

国語 学研 06-2 やさしくまるごと小学国語改訂版

国語 くもん出版 08-1 もじ・ことば１０カタカナおけいこ

国語 くもん出版 08-1 言葉と文法にぐ－んと強くなる小学２年生

国語 くもん出版 08-1 言葉と文法にぐ－んと強くなる小学５年生

国語 くもん出版 08-1 もじ・ことば３やさしいひらがな１集

国語 くもん出版 08-1 ひらがなカード

国語 くもん出版 08-1 おけいこはじめてのおけいこ

国語 こばと 10-9 初級編ステップアップことば・もじ

国語 こばと 10-9 初級編ステップアップこくごⅠ

国語 こばと 10-9 中級編ジャンプアップこくごⅡ

国語 こばと 10-9 中級編ジャンプアップこくごⅢ

国語 こばと 10-9 上級編レベルアップことばのつかいかた

国語 小学館 12-2 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ楽しく遊ぶ学ぶこくごの図鑑

国語 同成社 20-5 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」１（改訂版）（ひらがなのことば・文・文章の読み）

国語 同成社 20-5 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」２（改訂版）（かたかな・かん字の読み書き）

国語 同成社 20-5 ゆっくり学ぶ子のための「こくご」３（改訂版）（文章を読む、作文・詩を書く）

国語 日本教育研 22-3 ひとりだちするための国語

国語 ポプラ 30-2 音のでる知育絵本２７よくばりおけいこあいうえおＡＢＣ

国語 喜楽研 57-22 豊かな読解力がつく国語プリント小学３年改訂版

国語 喜楽研 57ｰ22 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばあそび３

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク初級２

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク１－１

国語 喜楽研 57ｰ22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク１－２

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のため読解ワーク２－１

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク２－２

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク３－１

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク３－２

国語 喜楽研 57ｰ22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク４－１

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク５－１

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク６－１

国語 清風堂書店 64-2 国語習熟プリント小学５年生大判サイズ

国語 清風堂書店 64-2 国語習熟プリント小学１年生

国語 清風堂書店 64-2 改訂漢字が苦手な子どもへの個人支援プリントステップ１

国語 清風堂書店 64-2 改訂漢字が苦手な子どもへの個人支援プリントステップ２

国語 ナガセ 71-6 はなまるリトル２年生国語

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べる国語教科書支援ワーク２－１

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べる国語教科書支援ワーク５－１

書写 岩崎書店 02-1 五味太郎のことばとかずの絵本かずの絵本

書写 偕成社 06-1 下村式となえてかく漢字練習ノート小学２年生改訂２版

書写 偕成社 06-1 下村式となえてかく漢字練習ノート小学３年生改訂２版

書写 学研 06-2 小学全漢字おぼえるカード

書写 くもん出版 08-1 もじ・ことば９はじめてのカタカナ

書写 くもん出版 08-1 書きかたカード漢字

書写 くもん出版 08-1 ひらがなことばカード１集

書写 くもん出版 08-1 ゆびなぞりカードひらがな

書写 くもん出版 08-1 めいろ１はじめてのめいろ１集

書写 くもん出版 08-1 小学ドリル国語３年生の漢字

書写 くもん出版 08-1 小学ドリル国語４年生の漢字

書写 くもん出版 08-1 小学ドリル国語１年生のかん字のかきかた

書写 くもん出版 08-1 言葉と文法にぐ－んと強くなる小学２年生

書写 くもん出版 08-1 言葉と文法にぐ－んと強くなる小学３年生

書写 くもん出版 08-1 言葉と文法にぐ－んと強くなる小学５年生

書写 くもん出版 08-1 漢字にぐ－んと強くなる小学３年生

書写 くもん出版 08-1 もじ・ことば１はじめてのひらがな１集

書写 くもん出版 08-1 もじ・ことば３やさしいひらがな１集

書写 くもん出版 08-1 書きかたカード「ひらがな」

書写 こばと 10-9 初級編ステップアップことば・もじ
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種目 発行者名（コード） 一般図書名

書写 ＰＨＰ27-4 子どもの字がうまくなる練習ノート

書写 かもがわ 56-13 特別支援教育のカード教材意味からおぼえる漢字イラストカード３年生下

書写 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のためのかたかなワーク

書写 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための漢字ワーク１

書写 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための漢字ワーク２－１

書写 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク３－１

書写 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク３－２

書写 明治図書84-1 読み書きが苦手な子どもへの〈漢字〉支援ワーク１～３年編

社会 学研 06-2 小学ひとつひとつわかりやすく小５社会をひとつひとつわかりやすく。改訂版

社会 学研 06-2 小学ひとつひとつわかりやすく小６社会をひとつひとつわかりやすく。改訂版

社会 学研 06-2 やさしくまるごと小学社会改訂版

社会 学研 06-2 めくってはっけん！せかいちずえほん

社会 金の星社 07-2 社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場３乗りもののしごと駅・空港・自動車工場

社会 くもん出版 08-1 社会にぐ－んと強くなる小学３年生

社会 小峰書店 10-5 さがしてみよう！まちのしごと５スーパーマーケット・商店街のしごと

社会 小学館 12-2 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑

社会 成美堂出版 14-4 イラストでわかる世界の国じてん１９７か国ぜんぶけいさい！

社会 成美堂出版 14-4 イラストでわかる都道府県じてん

社会 ＪＴＢ 62-56 るるぶ地図でよくわかる世界の国大百科

社会 清風堂書店 64-2 社会習熟プリント小学３・４年生

算数 学研 06-2 さわって学べる算数図鑑

算数 くもん出版 08-1 かず・けいさん２やさしいすうじ

算数 くもん出版 08-1 とけいカード

算数 くもん出版 08-1 かずカード

算数 こばと 10-9 初級編ステップアップマッチングⅠ

算数 こばと 10-9 初級編ステップアップかず・すうじ

算数 こばと 10-9 初級編ステップアップさんすうⅠ

算数 こばと 10-9 中級編ジャンプアップさんすうⅡ

算数 こばと 10-9 中級編ジャンプアップさんすうⅢ

算数 こばと 10-9 上級編レベルアップお金と時計の文章題

算数 こばと 10-9 中級編ジャンプアップとけい・おかね・カレンダー

算数 同成社 20-5 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」３ （６～９のたし算、ひき算、位取り）

算数 同成社 20-5 ゆっくり学ぶ子のための「さんすう」５（３けたの数の計算、かけ算、わり算）

算数 日本教育研 22-3 ひとりだちするための算数・数学

算数 朝日学生 51-35 ひとりで学べる算数小学５年生

算数 かんき出版 56-29 改訂版小学校６年間の算数が１冊でしっかりわかる本

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント１－１

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント１－２

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント２－１

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント２－２

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント３－１

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント３－２

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント４－１

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント４－２

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント５－１

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント６－１

算数 喜楽研 57ｰ22 教科書算数プリント３年基礎編

算数 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学２年生大判サイズ

算数 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学４年生大判サイズ

算数 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学５年生大判サイズ

算数 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学３年生

算数 清風堂書店 64-2 改訂算数が苦手な子どもへの個別支援プリントステップ２くり上がりのたし算・くりさがりのひき算

算数 清風堂書店 64-2 改訂算数が苦手な子どもへの個別支援プリントステップ３たし算の筆算・ひき算の筆算

算数 清風堂書店 64-2 改訂算数が苦手な子どもへの個別支援プリントステップ４かけ算九九

算数 清風堂書店 64-2 改訂算数が苦手な子どもへの個別支援プリント個別支援ステップ１（１０までのたし算・ひき算）

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べる算数教科書支援ワーク２－１

算数 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べる算数教科書支援ワーク５－１

算数 教出017 さんすう　☆☆☆

理科 学研 06-2 はっけんずかんどうぶつ改訂版

理科 学研 06-2 やさしくまるごと小学理科改訂版
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種目 発行者名（コード） 一般図書名

理科 学研 06-2 小学ひとつひとつわかりやすく小５理科をひとつひとつわかりやすく。改訂版

理科 くもん出版 08-1 理科にぐ－んと強くなる小学３年生

理科 くもん出版 08-1 小学１・２年生のうちに「りか」の見方・考え方が楽しく身につく本

理科 こばと 10-9 上級編レベルアップしぜん

理科 小学館 12-2 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑

理科 福音館 28-1 みぢかなかがくシリーズ地球はえらい

理科 日本図書 72-31 こんなときどうする？クイズで学べる！自然災害サバイバル

理科 文理 78-13 小学教科書ワーク理科４年啓林館版

家庭 学研 06-2 名人はっけん！まちたんけん（１）つくるひと

家庭 山と渓谷社36-1 家庭科の教科書小学校低学年～高学年用

音楽 くもん出版 08-1 ＣＤ付き楽器カード

音楽 世界文化社 14-5 ミュージックペープサートＣＤ付

音楽 フレーベル 28-8 ＮＥＷアンパンマンピアノえほん

音楽 シンコーＭ 62-47 キャラで楽しく学ぼう！音楽記号図鑑

図工 学研 06-2 あそびのおうさまＢＯＯＫぬって

図工 学研 06-2 あそびのおうさまＢＯＯＫはじめてぬるほん

保健（体育）偕成社 06-1 健康のすすめ！カラダ研究所（２）栄養とカラダ

保健（体育）学研 06-2 どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ

保健（体育）ナツメ社21-2 ナツメこどもブックス人体のふしぎな話３６５

外国語 旺文社 05-3 小学生のための英語練習帳１アルファベット・英単語・会話〔改訂版〕

外国語 旺文社 05-3 小学えいご絵じてん８００新装三訂版

外国語 旺文社 05-3 小学生のための聞ける！話せる！英語辞典

外国語 学研 06-2 パンダでおぼえる英会話

外国語 くもん出版 08-1 くもんの小学基礎英語たのしく学べる英単語

外国語 くもん出版 08-1 くもんの小学ドリル英語３・４年生はじめてのアルファベット

外国語 三省堂 11-4 ＡＲで聞いて、書く！身につく音感小学生の英語ワーク１アルファベット・フォニックス・ローマ字

外国語 三省堂 11-4 ＡＲで聞いて、書く！身につく音感小学生の英語ワーク２英単語・チャンク

外国語 小学館 12-2 タッチペンで音が聞ける！ドラえもんはじめての英語図鑑

外国語 小学館 12-2 タッチペンで音が聞ける！ドラえもんはじめての英会話辞典

外国語 のら書店 25-1 どうぶつＡＢＣえほん

外国語 新学社 62-20 わくわくローマ字練習

道徳 旺文社 05-3 学校では教えてくれない大切なこと（９）ルールとマナー

道徳 旺文社 05-3 学校では教えてくれない大切なこと１４自信の育て方

道徳 偕成社 06-1 子どものマナー図鑑（４）おつきあいのマナー

道徳 偕成社 06-1 子どもの生活（３）マナーをきちんとおぼえよう！

道徳 偕成社 06-1 子どものマナー図鑑（１）ふだんの生活のマナー

道徳 学研 06-2 おはなしドリルきもちのおはなし小学１年

道徳 金の星社 07-2 １ねんせいのせいかつえじてん

道徳 金の星社 07-2 大人になってこまらないマンガで身につく自分コントロール

道徳 講談社 10-1 講談社の年齢で選ぶ知育絵本４・５・６さいのきもちをつたえることばのえほん

道徳 国土社 10-3 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（４）人間関係編

道徳 国土社 10-3 ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑（２）学校生活編

道徳 合同出版 10-8 イラスト版気持ちの伝え方コミュニケーションに自信がつく４４のトレーニング

道徳 合同出版 10-8 絵でみてわかるこどものせいかつずかん堅牢保存版１みのまわりのきほん

道徳 合同出版 10-8 イラスト版子どものアサーション自分の気持ちをきちんと言える３８の話し方

道徳 合同出版 10-8 イラスト版子どものアンガーマネジメント怒りをコントロールする４３のスキル

道徳 合同出版 10-8 イラスト版子どものためのモラルスキル言葉・表情・行動で身につく道徳

道徳 合同出版 10-8 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード１どっちがカッコイイ？

道徳 合同出版 10-8 発達協会式ソーシャルスキルがたのしく身につくカード２こんなときどうする？

道徳 こばと 10-9 中級編ジャンプアップ集中力・注意力アップトレーニングシート

道徳 こばと 10-9 上級編レベルアップ対人関係スキルアップトレーニングシート

道徳 草思社 15-3 みんなのためのルールブックあたりまえだけど、とても大切なこと

道徳 ナツメ社21-2 ナツメ社こどもブックス生きる力を楽しく育てる小さなお話 ３６５

道徳 明石書店 51-19 イラスト版子どもの認知行動療法２だいじょうぶ自分でできる怒りの消化法ワークブック

道徳 岩波書店 52-2 そんなときどうする？

道徳 かもがわ 56-13 あたまと心で考えようＳＳＴワークシート社会的行動編

道徳 コロロ発達 60-40 自閉症児のためのコミュニケーションワークいつどこだれ

道徳 スタタック 63-16 絵で身につくはじめての子どもマナーずかん

道徳 日本能率協 72-38 おしえて！コロ和尚こどものどうとくみんなのルールが守れる子になる！

道徳 メイツ出版 84-4 みんなで考える小学生のマナー社会のルールがわかる本
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令和７年度伊勢原市立中学校の特別支援学級において使用する教科用図書一覧

種目 発行者名（コード） 一般図書名

国語 学研 06-2 名作よんでよんでイソップどうわ２５話

国語 学研 06-2 中学ひとつひとつわかりやすく中学国語をひとつひとつわかりやすく。改訂版

国語 金の星社 07-2 齋藤孝の覚えておきたい日本語のうんちく

国語 くもん出版 08-1 言葉と文法にぐ－んと強くなる小学５年生

国語 くもん出版 08-1 小学１年生言葉と文法にぐーんと強くなる

国語 こばと 10-9 中高生のための国語

国語 文化出版局 28-4 ふたりはともだち

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のためのひらがなワーク

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のためのことばワーク

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のため読解ワーク２－１

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク２－２

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク３－１

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク４－１

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク４－２

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク５－１

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク５－２

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学びたい子のための読解ワーク６－１

国語 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べる国語教科書支援ワーク６－１光村図書の教材より抜粋

国語 清風堂書店 64-2 国語習熟プリント小学１年生大判サイズ

国語 清風堂書店 64-2 国語習熟プリント小学２年生大判サイズ

国語 清風堂書店 64-2 国語習熟プリント小学３年生大判サイズ

国語 清風堂書店 64-2 国語習熟プリント小学４年生大判サイズ

国語 清風堂書店 64-2 国語習熟プリント小学５年生大判サイズ

国語 清風堂書店 64-2 国語習熟プリント小学６年生大判サイズ

国語 清風堂書店 64-2 国語習熟プリント小学２年生

国語 清風堂書店 64-2 国語習熟プリント小学３年生

書写 くもん出版 08-1 いっきに極める国語（１）小学１～３年の漢字

書写 くもん出版 08-1 いっきに極める国語（２）小学４～６年の漢字

書写 成美堂出版 14-4 書き込み式筆ペン字実用練習帳

社会 ＪＴＢ 62-56 るるぶ地図でよくわかる都道府県大百科

社会 ＪＴＢ 62-56 るるぶ地図でよくわかる４７都道府県の歴史大百科

社会 東書2 社会　☆☆☆☆

数学 学研 06-2 さわって学べる算数図鑑

数学 学研 06-2 中学ひとつひとつわかりやすく中１数学をひとつひとつわかりやすく。改訂版

数学 こばと 10-9 中高生のための数学

数学 こばと 10-9 中級編ジャンプアップさんすうⅡ

数学 日本教育研 22-3 ひとりだちするための算数・数学ワーク１お金編

数学 日本教育研 22-3 ひとりだちするための算数・数学ワーク２時間編

数学 日本教育研 22-3 ひとりだちするための算数・数学

数学 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント１－２

数学 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント２－１

数学 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント４－２

数学 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント５－１

数学 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント６－１

数学 喜楽研 57-22 教科書算数プリント２年基礎編

数学 喜楽研 57-22 教科書算数プリント３年基礎編

数学 喜楽研 57-22 教科書算数プリント４年基礎編

数学 喜楽研 57-22 教科書算数プリント５年基礎編

数学 喜楽研 57-22 教科書算数プリント６年基礎編

数学 喜楽研 57-22 ゆっくりていねいに学べるどの子もわかる算数プリント６－２

数学 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学１年生大判サイズ

数学 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学２年生大判サイズ

数学 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学３年生大判サイズ

数学 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学４年生大判サイズ

数学 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学５年生大判サイズ

数学 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学６年生大判サイズ

数学 清風堂書店 64-2 陰山ドリル初級算数小学４年生

数学 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学２年生

数学 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学３年生

数学 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学４年生
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種目 発行者名（コード） 一般図書名

数学 清風堂書店 64-2 中級算数習熟プリント小学６年生

数学 文理 78-13 わからないをわかるにかえる６中１数学

数学 文理 78-13 わからないをわかるにかえる中２数学

数学 教出017 さんすう　☆☆☆

理科 東書2 理科　☆☆☆☆

美術 西村書店 72-13 直感こども美術館すごいぞ！ニッポン美術

保健（体育） 童話館出版 70-13 あなたが守るあなたの心・あなたのからだ

技術 農文協 75-1 農作業の絵本３野菜の栽培と診断

家庭 東書2 職業・家庭　☆☆☆☆☆

外国語 旺文社 05-3 とってもやさしい中１英語改訂版

外国語 旺文社 05-3 小学生のための英語練習帳１アルファベット・英単語・会話〔改訂版〕

外国語 旺文社 05-3 小学生のための英語練習帳２英単語４００〔改訂版〕

外国語 旺文社 05-3 小学生のための英語練習帳３英語の文２５０〔改訂版〕

外国語 偕成社 06-1 エリック・カールの絵本英語でよめるくまさんくまさんなにみてるの？

外国語 学研 06-2 小学ひとつひとつわかりやすく小５英語をひとつひとつわかりやすく。

外国語 くもん出版 08-1 くもんの小学基礎英語たのしく学べる英単語

外国語 三省堂 11-4 親子でうたう英語うたの絵じてん

外国語 小学館 12-2 ドラえもん英語おもしろ攻略ゼロから始める英語

外国語 小学館 12-2 ドラえもんはじめての英語ドリル基本の英語表現

外国語 小学館 12-2 ドラえもんはじめての英語ドリルアルファベット・フォニックス・ローマ字

外国語 文英堂 78-9 シグマベストぐーんっとやさしく中２英語［改訂版］

外国語 文理78-13 改訂版　わからないをわかるにかえる中２英語

道徳 合同出版 10-8 イラスト版気持ちの伝え方コミュニケーションに自信がつく４４のトレーニング

道徳 光村図書 82-5 なんだろうなんだろう

道徳 学研 06-2 名作よんでよんで日本の昔ばなし２０話
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議案第２８号

伊勢原市学校給食費に関する条例の制定について（地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見について）

伊勢原市学校給食費に関する条例の制定について、伊勢原市教育委員会教育長に

対する事務委任等に関する規則（昭和５３年伊勢原市教育委員会規則第９号）第２

条第１項第３号の規定により提案する。

令和６年７月３０日提出

伊勢原市教育委員会

教育長 山口 賢人

提案理由

伊勢原市学校給食費に関する条例の制定について、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定により、議会の議決を

経るべき事件の議案について市長から意見を求められたため。
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伊勢原市学校給食費に関する条例（案） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。以下「法」とい

う。）第４条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 学校給食 伊勢原市立小学校及び中学校の設置に関する条例（昭和３９

年伊勢原市条例第２２号）別表第１に規定する小学校において実施する法

第３条第１項に規定する学校給食をいう。 

(2) 学校給食費 法第１１条第２項に規定する学校給食に要する経費をいう。 

(3) 保護者等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する

保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。 

（学校給食費の徴収等） 

第３条 市長は、保護者等から学校給食費を徴収する。 

２ 保護者等が負担すべき学校給食費の額並びに納付の方法及び期限は、規則で

定める。 

（学校給食費の減免） 

第４条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより

保護者等が負担すべき学校給食費を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行う

ことができる。 
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議案第２９号

伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について（地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見に

ついて）

伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について、伊勢原市教育委

員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和５３年伊勢原市教育委員会規則

第９号）第２条第１項第３号の規定により提案する。

令和６年７月３０日提出

伊勢原市教育委員会

教育長 山口 賢人

提案理由

伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定により、

議会の議決を経るべき事件の議案について市長から意見を求められたため。
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-  - 

伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例（案） 

伊勢原市附属機関に関する条例（昭和４１年伊勢原市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

別表中 

「  

」 

を 

同 伊勢原市教育支援委員会 教育上特別な配慮を要する児

童生徒の適正な就学支援に関

する事項 

 

  
 

「  

 
 
」 

 

 

に 

 

 

同 伊勢原市教育支援委員会 教育上特別な配慮を要する児

童生徒の適正な就学支援に関

する事項 

同 伊勢原市学校給食運営審議会 学校給食の運営に関する重要

な事項 
  

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４９年伊

勢原市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第１条に次の１号を加える。 

（８５） 学校給食運営審議会委員 

別表に次のように加える。 
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-  - 

学校給食運営審議会委員 日額 ８，２００円 
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参考資料 

 

伊勢原市附属機関に関する条例新旧対照表 

 

-  - 

現   行             改 正 案 

第１条～第３条 （略） 

別表（第２条関係） 

附属機

関の属

する執

行機関 

附属

機関 

担任する事項 

（略） 

同 伊勢

原市

教育

支援

委員

会 

教育上特別な配

慮を要する児童

生徒の適正な就

学支援に関する

事項 

 

第１条～第３条 （略） 

別表（第２条関係） 

附属機

関の属

する執

行機関 

附属

機関 

担任する事項 

（略） 

同 伊勢

原市

教育

支援

委員

会 

教育上特別な配

慮を要する児童

生徒の適正な就

学支援に関する

事項 

同 伊勢

原市

学校

給食

運営

審議

会 

学校給食の運営

に関する重要な

事項 
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参考資料 

 

伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

新旧対照表 

 

-  - 

現   行             改 正 案 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第

２０３条の２第５項の規定に基

づき、次に掲げる者（以下「特

別職の職員」という。）の報酬

及び費用弁償の額並びに支給方

法について、必要な事項を定め

るものとする。 

(１)～( ８ 4 ) （略） 

 

 

第２条～第４条 （略） 

別表（第２条関係） 

職名 支給区分 報酬額 

（略） 

備考 （略） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第

２０３条の２第５項の規定に基

づき、次に掲げる者（以下「特

別職の職員」という。）の報酬

及び費用弁償の額並びに支給方

法について、必要な事項を定め

るものとする。 

(１)～( ８ 4 ) （略） 

( ８ 5 ) 学校給食運営審議会委員 

第２条～第４条 （略） 

別表（第２条関係） 

職名 支給区分 報酬額 

（略） 

学校給

食運営

審議会

委員 

日額 ８，２００

円 

備考 （略） 
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議案第３０号

令和６年度伊勢原市一般会計補正予算（第３号）について（地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見につい

て）

令和６年度伊勢原市一般会計補正予算（第３号）について、伊勢原市教育委員会

教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和５３年伊勢原市教育委員会規則第９

号）第２条第１項第３号の規定により提案する。

令和６年７月３０日提出

伊勢原市教育委員会

教育長 山口 賢人

提案理由

令和６年度伊勢原市一般会計補正予算（第３号）について、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定により、議会

の議決を経るべき事件の議案について市長から意見を求められたため。
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1,4851,025,093計 1,026,578 1,4850 00

1,48513 1,485委託料   1 特別支援学級児童就学奨励費 追加

1,485千円

1,485千円

235,9631,4852 教育振興費 234,478 1,485

　２項　小学校費

　９款　教育費
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第２表　債務負担行為補正

(追加)

千円

小学校給食調理等業務委託費
（令和６年度設定）

　６年度から
　９年度まで

45,519

事　項 期間  限度額

- 13 -
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議案第３１号

工事請負契約の締結について（地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条の規定に基づく意見について）

工事請負契約の締結について、伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に

関する規則（昭和５３年伊勢原市教育委員会規則第９号）第２条第１項第３号の規

定により提案する。

令和６年７月３０日提出

伊勢原市教育委員会

教育長 山口 賢人

提案理由

工事請負契約の締結（中沢中学校校舎屋上・外壁改修工事）について、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に

より、議会の議決を経るべき事件の議案について市長から意見を求められたため。
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議案第３２号

工事請負契約の締結について（地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条の規定に基づく意見について）

工事請負契約の締結について、伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に

関する規則（昭和５３年伊勢原市教育委員会規則第９号）第２条第１項第３号の規

定により提案する。

令和６年７月３０日提出

伊勢原市教育委員会

教育長 山口 賢人

提案理由

工事請負契約の締結（比々多小学校体育館中規模改修工事）について、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に

より、議会の議決を経るべき事件の議案について市長から意見を求められたため。
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議案第３３号

工事請負契約の締結について（地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条の規定に基づく意見について）

工事請負契約の締結について、伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に

関する規則（昭和５３年伊勢原市教育委員会規則第９号）第２条第１項第３号の規

定により提案する。

令和６年７月３０日提出

伊勢原市教育委員会

教育長 山口 賢人

提案理由

工事請負契約の締結（図書館・子ども科学館屋上等防水改修工事）について、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の

規定により、議会の議決を経るべき事件の議案について市長から意見を求められた

ため。
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 伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、９月定例会に上程予定の工事３件についてご説明するものです。 

１ 中沢中学校校舎屋上・外壁改修工事 
   〔 契 約 金 額 〕 １９９，３６４，０００円（消費税込み） 

   〔契約の相手方〕 山王建設株式会社 

   〔 契 約 期 間 〕 本契約締結の日から令和７年１０月１０日まで 

   〔 工 事 概 要 〕 別紙１のとおり 

２ 比々多小学校体育館中規模改修工事 
   〔 契 約 金 額 〕 １４７，９９４，０００円（消費税込み） 

   〔契約の相手方〕 山王建設株式会社 

   〔 契 約 期 間 〕 本契約締結の日から令和７年１０月１０日まで 

   〔 工 事 概 要 〕 別紙２のとおり 

３ 図書館・子ども科学館屋上等防水改修工事 
   〔 契 約 金 額 〕 ２６９，８０８，０００円（消費税込み） 

   〔契約の相手方〕 株式会社エス・ケイ・ディ 

   〔 契 約 期 間 〕 本契約締結の日から令和７年１０月１０日まで 

   〔 工 事 概 要 〕 別紙３のとおり 

 

教育総務課（施設担当） 

図書館・子ども科学館 
工事請負契約の締結について    担当： 
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中沢中学校校舎屋上・外壁改修工事 

_〇工事の目的  

 本工事は、築４２年を迎える中沢中学校の校舎について、『伊勢原市学校施設個別施設

計画（令和４年３月策定）』に基づき、学校施設の安全性の向上及び機能回復を図るため、

構造躯体への影響や安全性に関わる部位のうち、劣化が進んでいる屋上と外壁の改修を実

施します。 

_〇工事場所（施設概要） 

施 設 名 ： 伊勢原市立中沢中学校  

建 築 年 ： 昭和５７年（１９８２年） 

構  造 ： 鉄筋コンクリート造 

階  数 ： 地上４階建 約１６ｍ 

延床面積 ： 校舎）約６５００㎡ 

改修面積 ： 屋上）約２４００㎡ 

      外壁）約７４００㎡ 

※Ａ～Ｃ棟は、工事上の区画です。 

Ａ棟

Ｂ棟

Ｃ棟

工事場所
（中沢中学校）

別紙１－１ 

別紙１ 
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_〇工事概要（Ａ～Ｃ棟 共通） 

 屋上改修、外壁改修 

 

_〇計画階平面図（屋上改修） 

《現況》                《改修》 

Ａ棟）アスファルト防水（存置）    Ａ棟）塩ビシート防水（新設）約７００㎡ 

Ｂ棟）押えコンクリート（存置）    Ｂ棟）塩ビシート防水（新設）約１１００㎡ 

Ｃ棟）アスファルト防水（存置）    Ｃ棟）塩ビシート防水（新設）約６００㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ棟

Ｂ棟 Ｃ棟

別紙１－２ 
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_〇計画立面図（外壁改修）仕上材 

《現況》               《改修》 

Ａ棟）吹付タイル（一部撤去）    防水形複層塗材Ｅ（塗替）約２４００㎡ 

Ｂ棟）吹付タイル（一部撤去）    防水形複層塗材Ｅ（塗替）約３０００㎡ 

Ｃ棟）吹付タイル（一部撤去）    防水形複層塗材Ｅ（塗替）約２０００㎡ 

 

 

 

Ａ棟 北面Ｂ棟 北面Ｃ棟 北面

別紙１－３ 

- 123 -



 

比々多小学校体育館中規模改修工事 

_〇工事の目的  

 本工事は、築４３年を迎える比々多小学校の体育館について、『伊勢原市学校施設個別

施設計画（令和４年３月策定）』に基づき、学校施設の安全性の向上及び機能回復を図る

ため、構造躯体への影響や安全性に関わる部位のうち、劣化が進んでいる屋根と外壁等の

改修を実施します。 

_〇工事場所（施設概要） 

施 設 名 ： 伊勢原市立比々多小学校 

建 築 年 ： 昭和５６年（１９８１年） 

構  造 ： 鉄骨造（一部 ＲＣ造） 

階  数 ： 地上２階建 約１２ｍ 

延床面積 ： 約９４０㎡ 

改修面積 ： 屋根）約１０００㎡ 

      外壁）約５７０㎡ 

内部）約６６０㎡ 

別紙２－１ 

別紙２ 
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_〇工事概要  

  （外 部）屋根・防水改修、外壁改修 

  （内 部）床改修、塗装改修、建具改修、放送設備改修 

 

_〇計画立面図（屋根・防水、外壁改修） 

《現況》                  《改修》 

屋根）カラー鉄板（残置）      屋根）ガルバリウム鋼板（新設） 約１１００㎡ 

防水）アスファルト防水（残置）   防水）塩ビシート、塗膜防水（新設）約２００㎡ 

外壁）吹付タイル（一部撤去）    外壁）防水形複層塗材Ｅ（塗替）  約５７０㎡ 

 

別紙２－２ - 125 -



 

_〇計画平面図（内部改修） 

《現況》                 《改修》 

床）フローリング貼り（撤去）    床）フローリング貼り（新設）約６６０㎡ 

 

 

別紙２－３ 
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図書館・子ども科学館屋上等防水改修工事 

_〇工事の目的  

 本工事は、築３６年を迎える伊勢原市立図書館・子ども科学館について、『伊勢原市立

図書館・子ども科学館個別施設計画（令和４年３月策定）』に基づき、施設の安全性の向

上及び機能回復を図るため、構造躯体への影響や安全性に関わる部位のうち、劣化が進ん

でいる屋上と外壁の改修を実施します。 

_〇工事場所（施設概要） 

施 設 名 ： 伊勢原市立図書館・子ども科学館 

建 築 年 ： 昭和６３年（１９８８年） 

構  造 ： 鉄筋コンクリート造 

階  数 ： 地下２階、地上４階建 約３０ｍ 

延床面積 ： 約８０４０㎡ 

改修面積 ： 屋根）約３１００㎡ 屋上）約２６００㎡ 

           外壁）約５４００㎡ 

_〇工事概要  

別紙３－１ 

別紙３ 
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_〇工事概要 

 屋根・防水改修、外壁改修、アスベスト撤去         

 

_〇計画階立面図（屋根・防水、外壁改修） 

《現況》                  《改修》 

屋根）亜鉛合板（残置）       屋根）耐候性塗料塗 （新設）約３１００㎡ 

防水）アスファルト防水（残置）   防水）塗膜防水   （新設）約２６００㎡ 

外壁）吹付タイル（一部撤去）    外壁）防水形複層塗材Ｅ（塗替）約８００㎡ 

 

別紙３－２ 
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